
局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

■達成している
□下回った

【参考】関連する計画

事務事業名

・1年目教員を対象とした研修を実施し、教職員の意識改革を行う。
・学校現場では、男女混合名簿が実施されていることをふまえ、それらも関連させて研修を実施していく。
・管理職研修におけるハラスメント対応研修は、２６年度においても実施する。
・差別問題が多様化してきているので、多岐にわたる人権研修を今後の展開としていく。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

教育総合センター研修事業　（教職員研修事業）

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目 教職員研修の実施回数

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 教育総合センター

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 教職員研修の充実

事業内容
学校教育において、男女共生教育を推進するため、教職員（幼・小・中・養・高）に対する研修の充実を図る。
（管理職研修、人権教育研修講座等）

１　教職員等の意識と指導力の向上

・引き続き１年目教員を対象に研修を実施し、教職員の意識改革を行う。
・学校現場で男女混合名簿が実施されていることを踏まえ、それらを関連させて研修を充実していく。
・２４年度に特別臨時研修で行ったハラスメント対応研修は引き続き２５年度にも実施する。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度28年1回 3回
年
度

24年度目標・実績 ３回

教育総合センター　人権教育研修講座
　(1)　日時・「テーマ」・参加人数・講師
　　　①　平成２４年８月３日・「ダイバーシティー～多様性を尊重する社会のために～」・１９３名
　　　　　・エンパワメント・センター　代表　森田ゆり氏
　　　②　平成２４年８月２８日・「人権文化の息づくまちをめざして」・２０８名
　　　　　・市民協働局人権課　課長　氏丸善行氏
　　　③　平成２４年８月３１日・「これからの人権がめざすもの」・２１０名
　　　　　・ＮＰO法人SEAN　事務局長　遠矢家永子氏
　(2)　対象
　　　　全教員

過去の
実施内容
（２４年度）

２１１１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

教育総合センター 人権教育研修講座
　(1)　日時・「テーマ」・参加人数
　　　①　平成２５年８月２７日・「これからめざす人権教育」・１９５名
　　　②　平成２５年８月２８日・「いのちの教育」・２１０名
　　　③　平成２５年８月２９日・「人権教育を通して推進する人間形成」・２０２名
　(2)　講師
       佛教大学　教職員支援センター講師　西田益久氏
　(3)　対象
       全教員

実施内容
（２５年度）

教育総合センター研修事業　（教職員研修事業）計画名
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

【参考】関連する計画

事務事業名

継続的に研修を実施していく。
今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） こども青少年局 保育指導担当

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 保育士研修の実施

事業内容 保育士の専門性向上のひとつとして人権・男女共同参画に関連する研修を実施する。

１　教職員等の意識と指導力の向上

継続的に研修を実施していく。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

（公立）
集合研修－ 25回： 1,004  人
保育所別職場研修－59回：441人（保育所数26所）
※職場研修のうち、人権・男女共同参画にかかる研修
派遣研修－ 4 回：11 人
（私立）
私立保育所に対しては、県や団体等が実施する研修等の情報を提供した。

過去の
実施内容
（２４年度）

【拡充】２１１２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

（公立）
専門研修－ 26回： 1,180  人
保育所別職場研修－48  回：395人（保育所数25所）
※職場研修のうち、人権・男女共同参画にかかる研修

派遣研修－ 6 回：18人
（私立）
私立保育所に対しては、公立の主催する専門研修及び県や団体等が実施する研修等の情報を提供した。

実施内容
（２５年度）

計画名

職場研修内容【主なもの】
・人権を大切にする保育
・職員のよりよい関係のために
・保護者の人権について
・要保護児童について
・ＣＡＰワークショップ

職場研修内容【主なもの】
・平和についての取組み
・虐待について
・子どもの人権を大切にする保育
・人権を大切にした保護者対応
・ＤＶについて
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【№2112 保育士研修の実施】 別紙

保育所別職場研修実施内容（公立保育所における人権研修）

＊各保育所で講師招聘による研修や保育所職員による研修を職場別研修として行っており、

その中でも人権・男女共同参画にかかる研修の回数を挙げている。

＊保育所職場別研修では、人権研修を必修研修としており研修計画のなかに入れているが、

年度ごとに主に学ぶテーマが変わるため、カテゴリーの割合も変化しており、実施回数

の増減がある。

＊平成 24年度の実施回数より平成 25年度の回数が減少している理由としては、平成 25年
4月に尼崎市に保育所の最低基準を定める条例が施行され、研修の計画的な実施や事故の
発生防止の指針を定めることが求められたため、保育所職場別研修のなかでも条例の内

容や事故発生防止指針についての研修等を入れたことによるものである。

【回数】

年度 保育所数 回数 人数

24 26所 59回 441人

25 25所 48回 395人

【内容（主なもの）】

平成２４年度

・ 平和についての取り組み（伝達研修・討議）

・ 虐待について（伝達研修及び討議）

・ 子どもの人権を大切にする保育について（討議）

・ 人権を大切にした保護者対応について（討議）

・ ＤＶについて（講義）

 平成２５年度

・ 人権を大切にする保育（グループワーク）

・ 職員のよりよい関係作りのために（グループワーク）

・ 保護者の人権について（討議）

・ 要保護児童について（伝達研修）

・ ＣＡＰワークショップ（実技）

4
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
■下回った

・県教委作成の「男女共同参画社会をめざす学校教育の実践に向けて」や、人権教育資料「ほほえみ（小学
校用）」「きらめき（中学校用）」を道徳等で活用し、男女共生教育の推進に努めた。
○「ほほえみ」の活用状況：１・２年６９．２％、３・４年５９．３％、５・６年５７．０％（市内43小学校平均）
○「きらめき」の活用状況：６０．５％（市内１９中学校平均）

過去の
実施内容
（２４年度）

２１２１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・県教委作成の「男女共同参画社会をめざす学校教育の実践に向けて」や、人権教育資料「ほほえみ（小学
校用）」「きらめき（中学校用）」を道徳等で活用し、男女共生教育の推進に努めた。
○「ほほえみ」の活用状況：１・２年69.7％、３・４年60.4％、５・６年57.5％（市内43小学校平均）
○「きらめき」の活用状況：63.1％（市内１９中学校平均）

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度28
①100％
②100％

①14.7％
②100％

年
度

24年度目標・実績
①14.5%
②100％

施策の方向

目標値

事業名 男女共生教育の推進

事業内容
・全教育活動の中で、男女の固定的な役割分担を前提とせず、人権の尊重・男女の協力・相互理解等の指導の充実に努
めるとともに、男女が性別にかかわりなく、互いにその個性を尊重しつつ、等しく責任を分かち合い、それぞれの能力を十
分に発揮することができるような教育を推進する。　・男女混合名簿を完全実施する。

２　学校教育における慣行の是正

新たな資料の発掘を含めて現状の取組についてさらに充実させ、男女共生の視点に立った取組を推進す
る。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 学校教育課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目
①教職員が学習、研修を年１回以上実施した校数の割合
②男女共生教育を推進するための授業を全クラスで年間に実施した校数の割合

①平成２６年度より、こころの教育推進事業を小学校にも導入しており、平成25年度に中学校において実
施した男女共生や性に関するテーマや講師の情報を提供した。
②男女混合名簿の使用状況では、体育等の評価に使う教員の資料等を除き混合名簿が使用されてお
り、年度当初の小・中学校校長会では、男女混合名簿の実施について、周知徹底している。

対応等

①「男女共生教育の推進」について、具体的な取組を明記し、踏み込んだ活動を実施するよう検討された
い。
②「男女共生教育の推進」について、男女混合名簿（性別で分けない名簿）の使用状況を、完全実施した
という報告と実態の間で乖離がないか調査し、乖離があれば是正されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

小学校にも拡充されたこころの教育推進事業において、男女共生の視点に立った講演を他校にも紹介す
るなど、男女の相互理解が深まるようにする。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

こころの教育推進事業 B27L

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

・中学校では、市内全１９校の３年生に「進路指導ノート」を配布し、生徒が自らの能力や適性に応じて、主体
的に多様な進路選択ができるように、男女に関わらず生徒の思いを大切にした進路指導に努めた。
・高等学校では、生徒が自らの興味や関心、適性等に応じて進路選択ができるように、インターネット等を活
用し進路情報を収集し、生徒に提供した。また、個別具体的な進路相談による進路指導の充実に努めた｡

過去の
実施内容
（２４年度）

【拡充】２１２２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・中学校では、市内全１９校の３年生に「進路指導ノート」を配布し、生徒が自らの能力や適性に応じて、主体
的に多様な進路選択ができるように、男女に関わらず生徒の思いを大切にした進路指導に努めた。
・高等学校では、生徒が自らの興味や関心、適性等に応じて進路選択ができるように、進路指導担当教員を
中心に個別具体的な進路相談による進路指導の中で、インターネット等を活用し進路情報を収集し、生徒に
提供した。

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 女子生徒の理工系分野への進学支援を含む進路指導の充実

事業内容
男女が個人として、能力・適性、興味・関心に応じて、性別にとらわれずに主体的に進路選択ができるよう進路指導の充実
を図る。また、女子生徒が自らの興味・関心によって理工系分野への進学を希望している場合、この生徒の希望を支援
し、女性だからという理由で進路の変更を強要されることのないよう相談支援、学習支援等に努める。

２　学校教育における慣行の是正

引き続き、男女に関わらず多様な進路情報を提供するとともに、主体的に進路選択ができるよう環境づくりに
努める。また、個に応じた相談に対応できるようにする。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 学校教育課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

進路指導については、保護者や女子生徒と学校が本人の希望や適正、学業の成績等を参考に話し合う
ことになっている。その中で、成績や適正から理系進学に向いていると思われる場合については、話題を
提供し、進路の選択についての幅を広げている。
高校生については、高校に入ってから、文・理を分けるタイミングがあるが、その中で理系についての希
望や適正、学業の成績を参考に進路相談の中で選択肢を広げている状況である。特に看護医療系の進
路については、希望も多くその進路の情報の提供に努めている状況である。

対応等

「女子生徒の理工系分野への進学支援を含む進路指導の充実」について、個別指導だけではなく、志を
高めるよう積極的に取り組まれたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

・中学校では、市内全１９校の１～３年生に「進路指導ノート」を配布し、生徒が自らの能力や適性に応じ
て、主体的に多様な進路選択ができるように、男女に関わらず生徒の思いを大切にした進路指導に努め
る。
・高等学校では、生徒が自らの興味や関心、適性等に応じて進路選択ができるように、進路指導担当教
員を中心に個別具体的な進路相談による進路指導の中で、インターネット等を活用し進路情報を収集
し、生徒に提供する。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

【参考】関連する計画

事務事業名

教員を対象に研修を実施し、児童生徒が、自ら正しい情報モラルや、男女共同参画社会の実現に寄与
する資質を身につけられるような研修を実施する。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

教職員研修事業

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会 教育総合センター

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 男女共同参画の視点に立った情報教育の推進

事業内容
インターネットをはじめ、様々なメディアの情報を男女共同参画の視点から主体的に読み解き、活用する能
力を育成する。

２　学校教育における慣行の是正

教職員を対象に研修を実施し、児童生徒が、自ら正しい情報モラルや、男女共同参画社会の実現に寄与す
る資質を身につけられるような研修を実施する。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

情報モラル・セキュリティ入門研修講座(平成24年8月31日)
演習　「学校における情報モラルとセキュリティ」
講師　指導員　大森　康充

過去の
実施内容
（２４年度）

２１２３

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

情報モラル・セキュリティ研修講座(平成25年7月26日)
演習　「取り組もう情報モラルの指導　高めよう情報セキュリティ」
講師　指導主事　大森　康充

特別臨時研修(平成26年1月26日)
講演　「スマートフォン(ライン等)を介したサイバー犯罪について」
講師　兵庫県警察本部生活案全部サイバー犯罪対策課

以上の研修を実施した。

実施内容
（２５年度）

計画名
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局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
□文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

・人権週間などに人権啓発につながる題材を「学校だより」「学年だより」「人権通信」等に掲載し、保護者や
地域に配布する等、啓発活動を行った。

過去の
実施内容
（２４年度）

２１３１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・人権週間などに人権啓発につながる題材を「学校だより」「学年だより」「人権通信」等に掲載し、保護者や
地域に配布する等、啓発活動を行った。

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 地域や家庭に対する啓発活動の充実

事業内容 市の教育啓発誌などを利用して啓発活動を推進する。

３　地域や家庭との連携強化

・学校からの通信だけでなく、校内掲示板等を利用したり、学級懇談会等様々な機会を捉えて、人権課題・男
女共生の課題等を啓発していく。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 １　学校等における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 学校教育課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

【参考】関連する計画

事務事業名

・人権週間などに人権啓発につながる題材を「学校だより」「学年だより」「人権通信」等に掲載し、保護者
や地域に配布する等、啓発活動を行う。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容
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局 課

□事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

・市報掲載回数43回　女性センター事業等を掲載。
・FM放送回数３回　女性センター事業を案内。

過去の
実施内容
（２４年度）

２２１１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・市報掲載回数　２１回　女性センター事業等を掲載。
・FM放送回数２０回　女性センター事業を案内。

実施内容
（２５年度）

ー計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 市報、市政ＴＶ、ＦＭ放送による広報、啓発

事業内容 市報あまがさきをはじめ、あらゆる広報媒体を活用し、男女共同参画に対する理解を深める啓発を行う。

１　男女共同参画に関する広報啓発の充実

従前通り継続していく。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 企画財政局
市民協働局

魅力発信・報道担当
協働・男女参画課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

【参考】関連する計画

事務事業名

従前通り継続していく。
今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

市報あまがさき発行事業／コミュニティFM放送事業 １２１A／１２３K

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

■達成している
□下回った

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目
①女性センターのホームページのアクセス回数
②女性センターの多様な情報サービスの提供

新たな情報発信手段の一つとして、より一層センター事業との周知を図るため、市民との情報共有手段
としても有効とされるフェイスブックページを設立した。（平成26年4月開始）

対応等

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

①増加
②増加

達成
年度

28
年
度

①約18,000アクセス/月
②６種類

24年度25年度

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 市民協働局 協働・男女参画課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 男女共同参画情報誌の発行・ホームページの充実

事業内容
情報誌「フェミナル」を作成・配布するとともに、ホームページを充実させることにより、女性センター事業や男
女共同参画に関する施策の情報提供、法令等・制度の周知を行う。

１　男女共同参画に関する広報啓発の充実

・ホームページの更新を継続し、充実に努める。
・新たに就労支援ページを設置する準備を進める。『フェミナル』については、紙を媒体とした情報誌としての
特性を活かした情報提供ができるように、特集の組み方などを工夫していく。

ＮＯ

実績の評価

目標・実績
①約16,500アクセス／月
②6種類

【情報誌】
○男女共同参画情報誌『フェミナル』を発行。
　市内公共施設、全国女性センター、市内小中高校、幼稚園等に配布し、ホームページにも掲載。
　年2回発行　各4,000部
　テーマを掘り下げ、読み物として面白い紙面構成を追及している。
　50号「女性の防災　ジェンダーの視点で防災を考える」　51号「母との関係を考える」
　市民協働の形として編集サポーター2名の協力を得て、企画や取材を行った。
○来館者向け館内広報紙『トピック＠トレピエ』を発行。毎月1日発行　各500部
【メールマガジン】毎月1日発行　※発信先は、23年度より42か所増加し、129か所となった。
【ホームページ】講座募集時、終了時、スタッフブログ、新着図書、カフェブログなどほぼ毎日更新

「男女共同参画情報誌の発行・ホームページの充実」について、ホームページの充実にとどまらず、ソー
シャルメディアの試行や将来的な運用も検討されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

・『フェミナル』については、紙情報の特性を活かし、特集の組み方などを工夫していく。
・ソーシャルメディアの運用については引き続き試行していく

過去の
実施内容
（２４年度） 今後の

方向性

【拡充】２２１２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

【情報誌】
○男女共同参画情報誌『フェミナル』を発行。
　市内公共施設、全国女性センター、市内小中高校、幼稚園等に配布し、ホームページにも掲載。
　年2回発行　各4,000部
　テーマを掘り下げ、読み物として面白い紙面構成を追及している。
　52号「センター40周年のあゆみ」　53号「起業しよう！～社会起業の視点を持って～」
　市民協働の形として編集サポーターの協力を得て、企画や取材を行った。
○来館者向け館内広報紙『トピック＠トレピエ』を発行。毎月1日発行　各500部
【メールマガジン】毎月1日発行　※発信先は158か所となった。
【ホームページ】新たに就労支援ページを設置した。講座情報、スタッフブログ、新着図書情報、カフェブログなどほぼ毎日更新。担当課の
ページにリンクする形でフェイスブックの利用を開始した。

実施内容
（２５年度）

計画名

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

男女共同
参画の視点

目標項目

【参考】関連する計画

事務事業名

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

施策の方向

目標値

事業名

２　男女共同参画に関する学習活動の充実

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

過去の
実施内容
（２４年度）

指摘内容

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

○あまがさき女性フェスティバル記念講演「政治・憲法を身近に～全日本おばちゃん党からの発信」を開催。
（講師：谷口　真由美（大阪国際大学准教授）　受講者数：52人）
○「あまがさき女性フォーラム」を開催。（参加者数：のべ560人）　ワークショップ：①「親子ワークショッププレ
イバックシアター」　②「気になる出生前検診」　③「私と母。それぞれの人生を生きる」
○平成24年度男女共同参画週間事業「女同士　住むこと、生きること、創ること　「近居」して迎えるシニアラ
イフ」を開催。
○男女共同参画市民企画講座　「人生をゆたかにする絵本～大人のための「男女共同参画」絵本連続講
座」、「仕事と私の生き方を考える上映会＆トーク」を開催。
など

幅広いテーマが考えられる男女共同参画であるが、「地域課題に応える」を念頭に、今後も展開してい
く。

達成
年度

25年度

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

市民協働局 協働・男女参画課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度）

講座により参加者が定員に満たないものがあり、広報の方法等を考えていく必要がある。
　幅広いテーマが考えられる男女共同参画であるが、限られた予算や人員の中でどこに力点をおいていく
か、「地域課題に応える」を念頭に今後も展開していく。

ＮＯ ２２２１

男女共同参画セミナーの実施

事業内容 男女の固定的な役割分担意識を改め、男女共同参画社会づくりに資するセミナーを実施する。

年
度

24年度

実績の評価

対応等

今後の
方向性

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

計画名

目標・実績

○「あまがさき女性フォーラム」を開催。（参加者数：のべ105人）
シンポジウム：講演「女性センターの今までとこれから」、講演「トレピエとともに歩む」、鼎談「未来をつくる女
性センター」
○平成25年度男女共同参画週間事業「女性の視点でエンディングを準備する」を開催。（参加者数：のべ98
人）
○男女共同参画市民企画講座　「大切にしよう！心とからだ～小さいときから始める性教育～」、「自分も相
手も大切にする『怒り』の伝え方」を開催。
など

実施内容
（２５年度）
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

（１）一時保育利用状況

（１）一時保育利用状況
午前 午後

過去の
実施内容
（２４年度）

132

※連絡シートを毎回作成し、保護者との連携を密にしている
※年に１回、託児ボランティアを集めて内部研修を行い、男女共同参画の理念や、トレピエが目指すことにつ
いて講義を行なっている。ボランティア登録更新のための必須研修としている。

（２）プラスワン保育
一時保育を利用しながら資格取得講座を受講した人に
向け、講座終了後から資格試験までの期間に自主学
習時間を確保することを目的として、一時保育を実施し
た。（1人1回2時間500円の有料）。　2012（平成24）年度
は、7人の利用があった。

219
合計（人）

合計

1～2歳（人） 409

計画名

0

合計

375

午後 夜間

1～2歳（人） 152 223

午前

18 567合計（人） 310
1923～6歳（人） 87 87

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度

２２２２
施策の方向

目標値

事業名 託児ボランティア制度の推進

事業内容
女性センターが実施する事業に子育て中の女性の参加を促進するため、ボランティアによる託児を実施す
る。

２　男女共同参画に関する学習活動の充実
ＮＯ

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 市民協働局 協働・男女参画課

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

実績の評価

目標・実績

引き続き、一時保育とプラスワン保育を行う。
また、一方で、保育を行うボランティア支援するため、保健師、看護師、保育士、幼稚園教諭等の免許を持つ
人や、保育活動経験者を対象に、男女共同参画の視点を持った保育のスキルアップ講座を開催し、託児ボ
ランティア制度の充実を図る。

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

事務事業名

保育ボランティアに対しての保育スキルアップ研修を実施し（必修）、男女共同参画の視点をもった一時
保育が行えるようにつとめる。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

対応等
239

【参考】関連する計画

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

実施内容
（２５年度）

（２）プラスワン保育
一時保育を利用しながら資格取得講座を受講した人に
向け、講座終了後から資格試験までの期間に自主学
習時間を確保することを目的として、一時保育を実施し
た。（1人1回2時間500円の有料）。　2013（平成25）年度
は、4人の利用があった。

※連絡シートを毎回作成し、保護者との連携を密にしている
※年に１回、託児ボランティアを集めて内部研修を行い、男女共同参画の理念や、トレピエが目指すことにつ
いて講義を行なっている。ボランティア登録更新のための必須研修としている。

18

3～6歳（人） 150 64 5
559

夜間

13 704

68 8 485
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

・美味しく楽しい食育～手作り料理講座～
【実施日及び参加者数】1/26（母12人・子5人）　1/29（母17人・子6人）　2/9（母16人・子6人）　2/16（母22人・
子6人）
・ママのイキイキ応援プログラム
【実施日及び参加者数】11/9（母35人・子15人）　12/7（母38人・子10人）　1/11（母38人・子10人）

過去の
実施内容
（２４年度）

２２２３

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・ママのイキイキ応援プログラム
【実施日及び参加者数】11/22（母41人・子20人）　12/13（母32人・子15人）　1/24（母36人・子13人）
・人をつなぐ地域を結ぶ、エンパワメントのためのワークショップ
【実施日及び参加者数】10/8（大人30人・子3人）　10/10（大人29人・子2人）
・ひなまつりを彩る料理教室　【実施日及び参加者数】3/2（大人35人・子5人）
・フェルトで作る音の出るおもちゃ　【実施日及び参加者数】3/16（大人8人・子1人）
・指で描く癒しのアート～パステル和（NAGOMI）アート～　【実施日及び参加者数】2/15（大人36人・子2人）

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 講座時の一時保育の実施

事業内容 必要のある講座についてボランティアによる保育の実施に努める。

２　男女共同参画に関する学習活動の充実

　 公民館では、子育て中の人が、一人で悩まず子育ての不安を解消できるよう、自分磨きやリフレッシュす
ることを目的とした気軽に参加できる講座を実施するとともに、地域が子育てに参加できる講座の実施を心
がけていく。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 中央公民館

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

【参考】関連する計画

事務事業名

講座を受講された方々やボランティアとして参加していただいた方々が、「保育」の分野に限らず地域に
根付いた活動を継続していただけるように、公民館講座をはじめとした事業（講座）に関する情報提供に
努める。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

□対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

■達成している
□下回った

男女共同
参画の視点

目標項目 男性自身の意識変革のための男性セミナー実施数

【参考】関連する計画

事務事業名

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

施策の方向

目標値

事業名

３　男性の意識変革と生活自立

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

過去の
実施内容
（２４年度）

指摘内容

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

○「お父さん応援講座　パパと子どもの親子クッキング　パパっとパパクッキング！」開催
（内容：父親の家事や子育てへの参画をすすめるための講座。父と子が料理を通して共有体験をする。
　日時：8月18日　講師：ピーボ　國本（調理師免許をもつ現役イクメンディレクター）　　受講者数：12組27人）

○「パワハラ・長時間労働から身を守る！仕事につぶされない働き方」開催
（内容：男性のための男女共同参画セミナー。男性の長時間労働、ワークライフバランスの見直し、男性の生
き方を考える。参加者同士の意見交換を行い、問題の共有、解決を図る。
　日時：3月16日　講師：伊田　広行（立命館大学非常勤講師）　受講者数：11人）

男性の家事育児参加、過重労働、非正規雇用の増加、コミュニケーションのつまずきや職場環境の不調
などのメンタルヘルス上の課題をテーマに、講座を開催する

達成
年度

25年度

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

固定的役割分担にとらわれない男性の行き方を考え、男女共同参画意識を普及するための講座を開催
しているため、対象を男性としている。

市民協働局 協働・男女参画課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度）

今後も「地域課題に応える」を念頭に、男性のもつ課題、ニーズは何なのかを検討しながら進めていく。

ＮＯ ２２３１

男性セミナーの実施

事業内容
固定的役割分担にとらわれない男性の生き方を考え、男女共同参画意識を普及するための講座を開催す
る。

2講座
年
度

24年度2講座28年1講座以上

実績の評価

対応等

今後の
方向性

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

計画名

目標・実績

○「じぃじ入門講座～地域のおじいちゃん力アップ！」開催
（講師：和田憲明　受講者数：11人）
○「パパの家事『きほんのき！』～家族がよろこぶカジダン入門～」開催
（講師：堀田寛晶、和田憲明　参加者数：18人）

実施内容
（２５年度）
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局 中央図書館

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している
□下回った

・男女共同参画白書等の図書の提供（男女共同参画に関する資料点数　143冊）
・図書館入口エントランスにＤＶ防止月間（11月）などに、関連資料の別置展示し、啓発と貸出促進を図った。
・協働・男女参画課等から配布されるパンフ、チラシ等を設置し図書館利用者に啓発を行った。

過去の
実施内容
（２４年度）

２２４２

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

・男女共同参画白書等の図書の提供（男女共同参画に関する資料点数　154冊）
・協働・男女参画課等から配布されるパンフ、チラシ等を設置し図書館利用者に啓発を行った。
・昨年に引き続き図書館入口エントランスにおいて、10月8日～11月6日まで、乳がん月間、また、ＤＶ防止月
間（11月）など、関連資料を展示し、啓発と貸出促進を図った。
・一般配架に女性の本棚（女性の問題）と題し、常時閲覧、貸出が出来る状態にしている。

実施内容
（２５年度）

計画名

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

施策の方向

目標値

事業名 図書館での情報提供

事業内容
図書館及び公民館図書室等の配本所において、男女の人権の尊重など男女共同参画に関する図書を提供
する。

４　男女共同参画に関する情報資料の収集・提供

今後も新しい資料を揃えるなど男女共同参画白書等の図書の提供を行う。また、貸出増と啓発を含めた、見
やすく借りやすい環境に勤める。

ＮＯ

実績の評価

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 教育委員会事務局 中央図書館

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

「男女共同参画について知りたい。」「ＤＶに関する本はどこにあるか。」などのご相談（レファレンス）があ
れば回答した。（件数不明）

対応等

「図書館での情報提供」について、一般図書館においても男女共同参画の関連図書の情報提供と広報を
実施されたい。

【参考】関連する計画

事務事業名

今後も男女共同参画に関する新しい資料の収集やレファレンスに努める。
また、男女共同参画の関連月間などに資料（図書）別置展示を積極的に行うことで図書利用促進と啓発
を図ります。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

図書等購入事業

指摘内容
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

■達成している

□下回った

男女共同
参画の視点

目標項目 女性センターに登録している男女共同参画を推進する団体数

【参考】関連する計画

事務事業名

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

施策の方向

目標値

事業名

５　女性団体・グループの支援とネットワークの推進

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

過去の
実施内容
（２４年度）

指摘内容

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

○あまがさき女性フォーラム
○女性フェスティバル（32団体が実行委員会を構成）
○自主グループ（9団体）
○活動登録団体（8団体）

男女共同参画を推進するためには、地域で活動する団体・グループとの連携、協働が重要であるとの視
点から、団体、グループとの連携を強めていく。自主グループ、活動登録団体などを通した活動支援も進
める。

達成
年度

25年度

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

市民協働局 協働・男女参画課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度）

25年度は、勤労婦人センター40周年、トレピエ20周年事業企画の実行委員会をたちあげ、周年記念事業に
おける協働を図っていく。

ＮＯ 【拡充】２２５１　（３２３２）

男女共同参画を推進する団体・グループの支援と連携の推進

事業内容
男女共同参画の推進と女性の自立、社会参加等を支援するため、多くの市民が参加できるフォーラムを開催
し、団体・自主グループの育成と相互の連携を図る。また、登録団体制度を推進する。

9団体
年
度

24年度

活動登録団体

10団体28増加

実績の評価

対応等

今後の
方向性

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

計画名

目標・実績

【団体・グループへの支援】
（１）自主グループ（トレピエで実施した講座の受講者などが引き続き活動している団体。5団体）
支援内容：保育は1年間、1回500円で実施　／　部屋の予約を一般より1ケ月前から受付　／　部屋使用料5
割減免
○市内外の団体と協働し、講座、セミナー、映画会などを開催した。
（２）活動登録団体（トレピエを拠点として「男女共同参画社会の実現」をめざして活動している団体。10団体）
支援内容：部屋代年2回無料使用　／　HPでの活動紹介　／　部屋の予約を一般より1ケ月前から受付　／
部屋使用料5割減免
【連携の推進】
○あまがさき女性フェスティバル
　※尼崎市女性団体協議会が中心となり、35団体が実行委員会を構成。
○あまがさき女性フォーラム
　※活動登録団体他のグループの参画のもと企画運営委員会を構成。
○市民企画講座、ギャラリー公募展示の実施
　連携を密にしながら企画と当日の運営に参画。

実施内容
（２５年度）
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局 課

■事業の企画・立案・実施にあたり、男女共同参画の視点を取り入れているか。
固定的な性別役割分担にとらわれずに実施したか。

■対象者として男女双方を想定したか。また、双方にとって利用・参加しやすいよう配慮したか。
■文章の表現・イラストについて男女共同参画に配慮しているか。
（その他の特記事項）

□達成している

□下回った

(　)内は、調査対象件数

(　)内は、調査対象件数

0(0) 0(0)24年度 0(0) 2(2) 0(0)

22年度 1(0)
23年度 0(0)

申出なし
○【参考】近隣自治体の男女共同参画（苦情）申出件数

兵庫県 神戸市 大阪府 大阪市 尼崎市
0(0) 0(0)

1(0)0(0)

0(0) 0(0)0(0) 0(0)
1(1) 1(1)

0(0)

申出なし
○申出処理パンフレットを作成
発行部数：約500部
配布先：本庁（市民相談）、JR尼崎サービスセンター、阪急塚口サービスセンター、情報政策課、中央地域振
興センター、小田地域振興センター、大庄地域振興センター、立花地域振興センター、武庫地域振興セン
ター、園田地域振興センター、女性センター
○【参考】近隣自治体の男女共同参画（苦情）申出件数

21年度
兵庫県 神戸市 大阪府 大阪市 尼崎市

0(0)0(0)

0(0) 0(0)
0(0) 0(0)1(1)

23年度 0(0) 0(0) 0(0)

【参考】関連する計画

事務事業名

近隣都市でも申出件数が少ない状態であり、本市でも件数が増加するとは考えにくいが、男女共同参画
関係施策を推進していくうえでのチェック機能を有する機関として、市民にとって申出の機会が確保されて
いることに意義があると考える。

今後の
方向性

今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）

男女共同参画審議会による指摘に対する対応等について

指摘内容

評価１（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画の視点で事業を実施できたか

男女共同
参画の視点

目標項目

対応等

達成
年度

【参考】　関連する事務事業評価の事業

２５年度に
向けた方向
性（ＰＬＡＮ）

評価２（ＣＨＥＣＫ）　数値目標

【第２次尼崎市男女共同参画計画】　実施状況調査（２５年度） 市民協働局 協働・男女参画課

○

事業概要（ＰＬＡＮ）

基本目標 ２　社会の制度・慣行等の見直し
方針 ２　社会における男女共同参画の推進 重点方針

施策の方向

目標値

事業名 申出処理制度の運営

事業内容
男女共同参画社会づくりに関する施策や人権侵害行為などの申出について、申出処理委員の調査の結果を
踏まえて、市が適切に対応する申出処理制度を運営する。

６　男女共同参画に関する人権侵害への対応

近接他都市でも申出件数が少ない状態であり、本市でも件数が増加するとは考えにくいが、男女共同参画
関係施策を推進していく上でのチェック機能を有する機関として、市民にとって申出の機会が確保されている
ことに意義があると考える。

ＮＯ

実績の評価

評価３（ＣＨＥＣＫ）　男女共同参画審議会による指摘

25年度
年
度

24年度目標・実績

過去の
実施内容
（２４年度）

２２６１

実施内容(２５年度)（ＤＯ）

実施内容
（２５年度）

計画名

22年度 1(0) 1(1)
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